
『資源物（金属類）』

20cm以上

たて、よこ、高さ、直径がいずれも「20cm未満」の、飲料用・食品用のもの。
20cm以上の缶やスプレー缶、ガス缶は金属類へ。

空き缶

①缶・びんのキャップをはずす。 ②中を軽く洗い乾かす。

缶・びんの出し方
③つぶさずに、「４５ℓ以下の無
色透明袋」または「無色半透明
のレジ袋」に入れる。

　缶・びんのふた・キャップ・王冠、缶詰のふたなどの分け方

金属製のふた・キャップ・
王冠、缶詰のふた

『燃やせるごみ』

 プラマークがない
 プラスチック製の
 ふたやコルクなど

 ジュース缶等のプルタブ、缶きりで開ける
 缶詰のふたは、付いたまま『空き缶』へ。
 分離したふたは

 ※プルトップ式の缶詰
 のふたは必ず外して
 

　裏面もご覧ください

飲料、食品、医薬品のびん
乳白色以外の化粧品のびん
※びんの大きさに制限はありません

空きびん

「４５ℓ以下の無色透明袋」または
「無色半透明のレジ袋」に入れる。

『プラスチック製容器包装』
の表示が
あるふた

キャップ

空き缶・空きびんと同じ袋へ。

ください。

令和6年4月からは、
空き缶・空きびんと
同じ袋に入れて
出してください。
※ふたが閉まった
ままの物は、収集
できませんので

ご注意ください。 



《問い合わせ先》宮崎市環境業務課　TEL 21-1762

○汚れた缶・びん
○割れたびん（新聞紙などで包装して「キケン」と表示）
○化粧品の入っていた乳白色のびん
○ガラス製のほ乳びん（プラスチック製は『燃やせるごみ』
○陶器、磁器、ガラス製の食器や花びん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○自家製果実酒などを作るための広口びん

 回して取れる
 キャップは、
 外して『プラス
 チック製容器
 包装』へ。

 開閉式のふたは、
 上の部分を必ず外して
 『プラスチック製容器
　包装』へ。
　※土台の注ぎ口は、
　ついた状態でも
　収集します。

○たて、よこ、高さ、直径のいずれかが２０ｃｍ以上の缶
○スプレー缶（消臭剤、殺虫剤、整髪料など）、ガス缶
　→中身は使い切って、風通しの良い火の気のない屋外で穴を空ける。
○一斗缶、塗料缶、塗料スプレー缶
○金属製の貯金箱など
※さび、汚れがひどいものは『燃やせないごみ』

「45ℓ以下の無色透明袋」
または

「無色半透明のレジ袋」

20cm以上

 口元の白い部分
 がびんやペットボト
 ルに付いていても
 収集します。
 ※可能であれば
 外して『プラスチッ
 ク製容器包装』
へ。

　  


